
【 任意継続組合員に加入できる主な事例 】

【 任意継続組合員に加入できない主な事例 】

令和2年10月1日 令和3年3月31日

定年退職採用

採用 定年退職

採用 退職
退職日の前日まで引き続き１年以上組合員期間が無いため
加入できません。

⑤

（期間満了）

令和5年4月1日 令和5年9月30日

退職

採用 退職

令和2年3月31日
採用

（臨時的任用職員）

④

昭和57年4月1日 令和2年3月31日 （臨時的任用職員） （期間満了）

③

平成31年4月1日 令和2年3月31日

昭和57年4月1日

昭和57年4月1日 令和2年3月31日

退職

令和5年3月31日

定年

②

採用

昭和57年4月1日

①

採用

退職

平成30年3月31日

任意継続組合

員加入

令和2年4月1日

任意継続組合員

喪失

令和2年10月1日

任意継続組合員

加入中に臨時的

任用職員等に採

用となった場合は

任継喪失の手続

きが別途必要

任意継続組合

員加入

令和2年4月1日

任意継続組合

員期間満了

令和4年4月1日

退職日の前日まで引き

続き１年以上組合員期

間が無いため加入できま

せん。

（前回採用時から定年退

職までの期間は算入しな

い）

定年後も引き続き再

任用（フルタイム勤

務）または臨時的任

用職員

退職日の前日まで引き

続き１年以上組合員期

間が無いため加入できま

せん。

（前回採用時から定年退

職までの期間は算入しな

い）

①②いずれ

の場合も、退

職日の前日

まで引き続き

１年以上組

合員期間が

あるため加入

できます。

（退職日から

起算して２０

日以内に書

類提出及び

掛金の納入

が必要）


